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高齢者インフルエンザ
予防接種

婦人検診のお知らせ

福 祉 課
☎985-7124

64歳以下の方の
インフルエンザ予防接種について

島内医療機関からのお知らせ

２０歳以上の女性の方は、２年に１度検診の対象となります。この機会にぜひ受診ください。

【期間】
【受付】

【料金】

※予約のお電話は必要ありません。

■医療機関・接種期間

■料　金

■準備するもの

個人負担1,000円　〔生活保護受給者は無料〕

【検診日時】
【場　　所】
【対　　象】

【検診の内容と費用】

１１月１１日（土）～１１月１４日（火）8:30～10:30、13:00～15:00
イーフ情報プラザ
20歳以上で今年度偶数年齢を迎える方（通知が届いている方）

20～74歳
76歳以上
20～38歳
40～74歳
76歳以上

頸 部 細 胞 診

乳 腺エコー
マンモグラフィ
(乳腺レントゲン)

子宮がん

乳 が ん

対象年齢
1,000円
無　　 料
1,000円
1,000円
無　　 料

費　用検査内容検　診

医療機関

球美の島診療所

公立久米島病院

接種期間

●注意事項●
※接種期間を過ぎると全額自己負担での接種となります。※領収書での払戻しは行っていません。

必要事項を記入し、持参してください。

＊平成２９年１０月１２日から平成30年2月28日の間に6５歳になる方へ＊
　誕生月の中旬頃に通知と予診票を順次送付します。誕生日以降から助成対象となります。

①予診票
②保険証　③※身体障害者手帳（60～64歳の方で１級の方）

平成２９年10月11日(水)～平成３０年2月2８日(水)

平成２９年10月11日(水)～平成３０年2月2８日(水)
接種受付時間　午後2時から午後4時まで

平成２９年１０月１１日（水）～平成３０年２月２８日（水）
〈公立久米島病院〉
１３歳以上 営業日(毎週火～土)　午後2時～4時
１３歳未満 毎週火・金・土　　　　午後２時～４時
全額自己負担となっています。
各医療機関へご確認ください

■対象者
久米島町に住所のある者で、
① ６５歳以上の方
② ６０歳以上６５歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器等に障害（身体障害者手帳１級）のある方。
　 個人宛に予診票をお送りしました。通知が届かない場合は福祉課までご連絡ください。平成28年4月以前に返戻された通知カード

今後一定の期限内に受け取りのない通知カードは順次廃棄致します。
久米島町役場町民課
※具志川庁舎での受け取りを希望する方は、受け取り前日までにご連絡下さい。
・本人確認証（原本）
【代理人が受け取る場合】　・委任状　・代理人の本人確認証（原本）

廃 棄 対 象

受け取り場所

必要な書類

／

／

／

お子さんの
定期予防接種の

接種忘れありませんか？

　上記以外でも精神保健福祉士、保健師が心の健康に関する相談を行っています。ご本人だけではなく、ご家族の
相談も受け付けています。不眠、うつ病、不安障害、統合失調症、アルコールの問題など、いつでもご相談ください。

町民課へ返戻された、マイナンバー通知カード
の保管期限は平成29年12月28日です。
受け取りがまだの方は、期限内にお受け取り下
さい。保管期限後は廃棄します。

廃棄された後、通知カードの交付を受ける際は再発行扱いになり、発行手数料が１枚あたり５００
円かかります。なお、再発行は即時発行ではありませんので、ご注意ください。
※マイナンバーは住民票に記載することで、番号の確認ができます「マイナンバー入り住民票」を
請求して下さい（手数料１通３００円）

「心の健康相談」の
お知らせ

　公費で接種できる年齢はワクチンの種類・接
種時期によって異なります。対象年齢を過ぎてし
まうと、全て自己負担となってしまいます。今一
度、母子手帳予防接種欄の確認をお願いしま
す。予診票を紛失された方は、福祉課までお問
い合わせ下さい。

受け取りましたか？
マイナンバー通知カード

【お問合せ】　町民課　電話 ９８５－７１２３

【お問合せ】　福祉課　電話 ９８５－７１２４

※事前予約制です。相談ご希望の方は、福祉課までご連絡下さい。

相談方法／事前に相談内容を確認し、当日は精神科医師による個別相談。
日　時／平成29年12月14日（木）午前10時～16時

※要予約（ゆっくりと相談する時間を設けるためです）12月６日頃まで受け付けします。
（相談内容は守秘します。）

　町では年に２回、南部福祉保健所との共催で
専門医による心の健康相談を行っています。「誰
にも相談できない」「どこに相談していいのかわ
からない」「病院に行くには抵抗がある」という方
は、精神科医師や保健師に相談してみませんか？ 
ご家族の相談も受け付けます。

　つらいとき、悩みを抱えたとき、心の病気かもし
れないと思うときなど、どうしたらよいのかわから
なくなってしまうと思います。相談しても解決しな
いと思ったり、相談するのは恥ずかしいと感じたり
するかもしれませんが、誰かに話をするだけで、張
りつめた心が和らぎ、新たな一歩が踏み出せます。


